
令和７年度第１回中央区情報公開・個人情報保護審議会 次第 

 

日時 令和７年１２月１１日（木） 

午後２時から        

場所 中央区役所本庁３階庁議室  

 

１ 開会 

 

２ 副区長挨拶 

 

３ 委員及び事務局の紹介 （令和７年１０月１日委嘱） 

 

４ 議題 

（１）会長及び会長職務代理者の選任 

（２）諮問 

  ・特定個人情報保護評価における重点項目評価について 

    第三者点検の実施（地方税の賦課及び徴収に関する事務） 

（３）開示請求の適正な取扱いについて 

（４）情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況と今後の取組みについて 

 

５ その他 

 

６ 閉会 

 

＜会議資料＞ 

資料１  中央区情報公開・個人情報保護審議会委員名簿 

資料２  令和７年度第１回 中央区情報公開・個人情報保護審議会区出席者名簿 

資料 3-1  重点項目評価書（地方税の賦課及び徴収に関する事務）の第三者点検について 

資料 3-2  特定個人情報保護評価書（重点項目評価書） 

資料４  情報公開制度の適正運用に係る取扱指針の策定について 

資料５  情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況と今後の取組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料３） 

（資料４） 

（資料５） 



令和７年１２月１１日現在

（任期：令和９年９月３０日まで）

（敬称略）

氏名 役職

鈴木　庸夫 千葉大学名誉教授

原島　良成 中央大学大学院法務研究科教授

山本　隆 弁護士

川　義郎 弁護士

原田　賢一 中央区議会議長

塚田　秀伸 中央区議会副議長

中央区商店街連合会代表 田村　俊夫 中央区商店街連合会会計

中央区工業団体連合会代表 松岡　誠一郎 中央区工業団体連合会相談役

京橋地域町会連合会代表 桑原　洋一 京橋地域町会連合会会長

日本橋地域町会連合会代表 清水　貞男 日本橋地域町会連合会会長

月島地域町会連合会代表 滝浪　誠 月島地域町会連合会会長

区内消費者団体代表 勝倉　照子 中央区消費者友の会会長

区内女性団体代表 河本　佳子 中央区女性ネットワーク副会長

中央区民生・児童委員協議会代表

中央区ＰＴＡ連合会代表 野口　幸一 中央区ＰＴＡ連合会会長

区内労働団体代表 吉瀬　順之 連合東京中央地区協議会事務局長

中央区情報公開・個人情報保護審議会委員名簿

区分

学識経験者

区議会議員

区
内
の
公
共
的
団
体
関
係
者

（小村前委員の後任については、調整中）

資料 １



職名 氏名 備考

副区長 田中　智彦

総務部長 山崎　健順

総務部総務課法規係長 三谷　恭輝

総務部総務課情報公開係長 松田　和晃

総務部総務課情報公開係 深山　純也

総務部総務課情報公開係 竹股　夏未

総務部総務課組織等調整担当係長 浅川　真郷

総務部総務課組織等調整担当係長付 川井　俊也

総務部総務課法務担当係長 當山　友規

総務部税務課長 上村　沙織

総務部税務課課税係主査 秋元　有梨

総務部税務課収納係長 田口　悦央

令和７年度第１回中央区情報公開・個人情報保護審議会

区出席者名簿

小林　寛久総務部総務課長

資料 ２
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重点項目評価書（地方税の賦課及び徴収に関する事務）の第三者点検について 

 

１ 特定個人情報保護評価 

特定個人情報保護評価（以下「保護評価」といいます。）とは、特定個人情報ファ

イル（個人番号を含む個人情報ファイル）を区が保有する際に、個人のプライバシ

ー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を

発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ず

ることを特定個人情報保護評価書（以下「評価書」といいます。）により宣言するも

のであり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」により、実施が義務付けられているものであります。  

保護評価が未実施の場合は、情報提供ネットワークシステムにおける情報連携を

行うことができません。  

（１）保護評価の種類  

   ①基礎項目評価  

   ・対象人数が 1,000 人以上の事務  

   ②重点項目評価  

   ・対象人数が１万人以上 10 万人未満の事務であって、かつ、取扱者数が 500 人

以上又は取扱者数が 500 人未満であって、かつ、過去１年以内に特定個人情

報に関する重大事故の発生があった事務  

   ・対象人数が 10 万人以上 30 万人未満の事務であって、かつ、取扱者数が 500

人未満であって、過去１年以内に特定個人情報に関する重大事故の発生がな

い事務 

   ③全項目評価 

   ・対象人数が 10 万人以上 30 万人未満の事務であって、かつ、取扱者数が 500

人以上又は取扱者数が 500 人未満であって、かつ、過去１年以内に特定個人

情報に関する重大事故の発生があった事務  

   ・対象人数が 30 万人以上の事務 

   ※全項目評価については、区民の意見聴取（パブリックコメント等）及び専門

家による第三者点検の実施が義務付けられています。  

（２）保護評価の再実施  

  保護評価の再実施が必要になる場合は次のとおりです。  

・特定個人情報ファイルの取扱いに重要な変更を加えようとするとき  

   ・特定個人情報に関する重大事故の発生等により、しきい値判断の結果が変わ

り新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断されたとき  

・最後に評価を実施し、公表から一定期間（５年）を経過する前（努力義務）  

 資料  ３-１  
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 （３）再実施の方法  

    【抜粋版】特定個人情報保護評価指針（３頁）参照 

対象人数

基礎項目評価基礎項目評価＋重点項目評価基礎項目評価＋全項目評価

特定個人情報の取扱者数 特定個人情報の取扱者数

重大事故の発生 重大事故の発生

評 価 書 の 種 類

10万人以上
30万人未満

30万人以上

1万人以上
10万人未満

1,000人以上
1万人未満

500人以上 500人未満

発生あり 発生なし発生あり 発生なし

500人未満500人以上

２ 中央区情報公開・個人情報保護審議会での第三者点検  

本区においては、重点項目評価の実施に当たり、情報システムの安全性と特定個

人情報の適切な保護を図るとともに、区民の信頼性をより一層高めるため、中央区

情報公開・個人情報保護審議会において、評価の審議・点検を実施することとして

います。 

このため、下記の再実施対象事務において重点項目評価を行ったため、第三者点

検を諮問するものです。  

［重点項目評価再実施対象事務］  

   ・地方税の賦課及び徴収に関する事務  

【対象人数 10 万人以上 30 万人未満、取扱者数 500 名未満重大事故の発生なし】 

 

３ 評価書の公表 

  中央区情報公開・個人情報保護審議会において第三者点検を行った保護評価につ

いては、個人情報保護委員会に提出するとともに、区ホームページに公表します。  
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重点項目評価書を含む既存の特定個人情報保護評価書については、前回の実施から５年を経過する前に再実

施することとされている（※令和６年度に再実施済み）。再実施を除く期間にあっては、年に１回、特定個人情報保

護評価書の見直しを行っている。 

今回、重点項目評価書（地方税の賦課徴収に関する事務）の見直しを行ったところ、変更を加えようとする箇所に

ついて、特定個人情報保護評価指針に定める「再実施が必要な場合の重要な変更」に該当することから、再実施す

るものである。 

〔主な変更内容〕 

・還付金などを公金受取口座で受け取ることが可能となるよう収納管理情報ファイルの記載項目を変更する 

・特定個人情報ファイルの取扱いの再委託 

 

・事務の具体的な内容の確認と利用するシステム及び特定個人情報ファイルについて 

・システムの関連と情報の流れの確認について 

１．事務の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．事務に使用するシステムと特定個人情報ファイル 

システム名 主な機能 
情報提供ＮＷ

（国）との接続 

①税システム 
賦課処理、納付書等の帳票発行、異動更正、収納管理、
滞納整理、統計機能、税務に必要な主要機能、軽自動車
税管理 等 

無 

②宛名システム 住民記録ｼｽﾃﾑより連携される住民情報管理機能  等 無 

③その他税関係システム 

課税支援システム（税務 LAN）、課税支援システム（イメー
ジ管理）、申告支援、マイナポータル申請管理システム、
申請管理システム、課税状況集計システム、 
軽自動車検査情報市区町村提供システム 

無 

④番号連携サーバ 
（団体内統合宛名システム） 

税システムと中間サーバを連携する機能。端末による照
会、区中間サーバデータの参照、更新等 

無 

⑤中間サーバ 他団体と連携する特定個人情報の副本を格納するｼｽﾃﾑ 有 

⑥ｅＬＴＡＸ（審査・国税連携） 地方税申告等の電子受付及び国税ﾃﾞｰﾀとの連携機能等 無 

重点項目評価書（地方税の賦課徴収に関する事務）の概要 

Ⅰ．基本情報 

地方税法及び当区特別区税条例に基づき以下の事務を行う。 

（１）住民税賦課事務 

賦課期日（１月１日）現在、当区に居住する住民にかかる、関係機関からの課税申告資料に基づき賦課決

定・通知を行う。 

・賦課決定／通知／賦課更正／調査／証明書の発行 など 
（２）軽自動車税（種別割）賦課事務 

賦課期日（4月 1日）現在、当区に定置場がある軽自動車等の所有者に対し、申告に基づき賦課決定・通知

を行う。 

・車両登録／ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ交付・返却等／賦課決定・通知／賦課更正／減免／証明書の発行 など 
（３）収納管理事務 

個人住民税賦課事務、軽自動車税（種別割）賦課事務から賦課情報を引継ぎ、納税者の収納情報を管理

する。 
・納税情報の受領等／還付等／口座情報管理／証明書の発行／督促・滞納整理 など 

（４）滞納整理事務 
収納管理情報より未納情報を引継ぎ、滞納者情報並びに処分の情報を管理する。 

・滞納者への電話催告等／納税・分納計画の作成／財産調査／差押さえ処分等／不能欠損処理 など 

 

今回の再実施の概要 
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ファイル名 対象者人数 

ア）住民税賦課情報ファイル 

１０万人～３０万人 
（しきい値判定により重点項目評価書対象） 

イ）軽自動車税（種別割）賦課情報
ファイル 

ウ）収納管理情報ファイル 
エ）滞納整理情報ファイル 

 

事務に利用する個人番号と紐づけられた情報を保有するファ

イルにかかる記録内容と使用目的等の確認について 

 

特定個人情報ファイル 

ア）住民税賦課情報 

ファイル 

イ）軽自動車税（種別割）

賦課情報ファイル 

ウ）収納管理情報 

ファイル 

エ）滞納整理情報 

ファイル 

主な 

記録項目 

・個人情報 

・４情報 

・その他住民票関係情報 

・国税・地方税関係情報 

・年金関係 

・生活保護情報   

・個人情報 

・４情報 

・その他住民票関係情報 

・地方税関係情報 

・生活保護情報   

・個人情報 

・４情報 

・その他住民票関係

情報 

・地方税関係情報  

・個人情報 

・４情報 

・その他住民票関係

情報 

・地方税関係情報 

・滞納整理情報   

使用目的 
・納税義務者の管理 

・賦課決定 

・納税義務者の本人確認 

・減免決定 

・地方税の徴収管理 

・区税の証明 
・滞納整理業務 

使用方法 

・本人確認 

・賦課決定・通知事務 

・課税状況の調査 

・減免決定事務 

・本人確認 

・各種調査（住所等） 

・減免決定事務 

・本人確認 

・住所調査 

・同一人の名寄せ 

・本人確認 

・各種調査（住所等） 

・同一人の名寄せ 

情報の突合 

・窓口業務における本人

確認での突合 

・本人の申請書と生活保

護情報及び障害者情報

との突合   

・窓口業務における本人

確認での突合 

・他自治体へ個人番号に

よる照会   

・窓口業務における本人確認での突合 

・宛名システムでの突合   

使用開始日 平成 28年１月４日 

委託先１ システム開発・管理・運用（再委託：有） 

委託先２ 

資料データパンチ入力

（整形）事務、納税通知書

印字・封入封緘 

（再委託：有） 

原動機付自転車登録・廃

車等入力作業 

（再委託：無） 

証明発行、納税案内  

等 

（再委託：無） 

滞納整理にかかる調

査事務等 

（再委託：無） 

委託先３ 

課税資料整理・データ作

成等事務 

（再委託：無） 

無 無 

税収納事務に係る助

言・指導業務及び事

務補助（再委託：無） 

委託先４ 

課税支援システムの保

守・運用 

（再委託：無） 

無 

委託先５ 

確定申告書 OCR 誤読デ

ータ補正等業務 

（再委託：無） 

無 

情報の提供 

（他機関へ） 

番号法規定事務にかかる

行政機関等・区教育委員

会 

無 

情報の移転 

（庁内利用） 

番号法に基づく庁内情報

連携 
無 

 

Ⅱ．特定個人情報ファイルの概要 
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           各ファイルやシステムの情報入手や目的外利用におけるリスク分析と措置について 

 

 

特定個人情報ファイル（個人番号を保有する） 

ア）住民税賦課情報 

ファイル 

イ）軽自動車税（種別割）

賦課情報ファイル 

ウ）収納管理情報 

ファイル 

エ）滞納整理情報 

ファイル 

特定個人情報の

入手に係るリスク

対策 

・個人番号を必要としない事務への提供制限 

・本人確認の厳格化 

・他業務において課税情報を参照する場合の端末の表示制限   

特定個人情報の

使用に係るリスク

対策 

・個人番号を必要としない事務への提供制限 

・二要素認証の利用  

特定個人情報の

取扱いの委託に

係るリスク対策 

・セキュリティ研修の義務化 

・操作ログの採取 

・「セキュリティポリシー」、「個人情報の保護に関する法律」等の理解 

特定個人情報の

提供・移転に係る

リスク対策 
・システムへのアクセス制限及びデータの持出制限 

情報提供ＮＷとの

接続に係るリスク

対策 

・ログイン時の職員認証、操作ログ等の採取 

・特に慎重な対応が求められる情報は自動応答不可設定の実施   

特定個人情報の

保管・消去に係る

リスク対策 

・特定個人情報を保管するエリアへの入退室管理 

・ウィルス対策ソフトの導入及びセキュリティパッチの適用 

監査 ・システム利用実施手順書等に基づく自己点検 

職員への研修・ 

指導 
・特定個人情報取扱指針、システム利用実施手順書等による指導、研修の徹底   

 

Ⅲ．リスク対策 



（１）

no. 適合性 適否 理由

1 　しきい値判断に誤りはないか ○
　対象者　１０万人～３０万人以内であることから、重点項
目評価により実施しており、適合する。

2 　適切な実施主体が実施しているか ○
　番号制度担当部門である総務課及びシステム運用管
理部門である情報システム課並びに当該事務を所管す
る税務課により実施しており、適合する。

3 　公表しない部分は適切な範囲か ○ 　公表しない箇所は無い。

4 　適切な時期に実施しているか ○

　年1回行う見直しに伴い変更する記載項目の内容が、
特定個人情報保護評価指針別表に定める重要な変更に
該当するため、当該変更を加える前に再実施を行うことか
ら適切である。

5
　適切な方法で広く国民の意見を求め、得られた意見を
十分に考慮した上で必要な見直しを行っているか

○

　重点項目評価対象の事務であるため、パブリックコメント
および第三者点検の義務付けはない。任意により個人情
報保護審議会において第三者点検を実施することとして
いる。

6
　特定個人情報保護評価の対象となる事務に基づき、特
定個人情報保護評価書様式で求められる全ての項目に
ついて検討し、記載しているか

○
様式を用いて全ての項目について記載していることから、
適合する。

（２）

no. 妥当性 適否 理由

1

　記載された特定個人情報保護評価の実施担当は、特
定個人情報保護評価の対象となる事務を担当し、リスク
を軽減させるための措置の実施に責任を負うことができ
る者か

○

　税務課は当該事務を所管する部署であり、評価にあ
たっては総務課、情報システム課、システム管理運用等
の受託事業者との協議により実施していることから、妥当
性に問題はない。

2
　特定個人情報保護評価の対象となる事務の内容の記
載は具体的か。当該事務における特定個人情報の流れ
を併せて記載しているか

○

3

　特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて特
定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスク
を、特定個人情報保護評価の対象となる事務の実態に
基づき、特定しているか

○

4
　特定されたリスクを軽減するために講ずべき措置につ
いての記載は具体的か

○

5

　記載されたリスクを軽減するための措置は、個人のプ
ライバシー等の権利利益の侵害の未然防止、国民・住民
の信頼の確保という特定個人情報保護評価の目的に照
らし、妥当なものか

○

6
　個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言は、
国民・住民の信頼の確保という特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか

○
　前述の各項目のチェックから、妥当性は確保されている
と判断している。

　各項目については、税務課、情報システム課、関係シス
テム管理運用等の受託事業者に対するヒアリングを実施
し、当該事務の流れを再確認するとともに、洗い出された
リスクに対する措置を検討したうえで、具体的な記載を
行っていることから、信頼に足るものと考える。

適合性の確認

重点項目評価（地方税の賦課徴収に関する事務）の適合性・妥当性判断について
　　　特定個人情報保護委員会の行政機関等の「全項目評価書」の承認基準を参考として判断した。
　　　※特定個人情報保護評価指針第10の１（２）審査の観点より

妥当性の確認
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資料４－１ 

情報公開制度の適正運用に係る取扱指針の策定について 
 

１ 検討の背景 

・中央区情報公開条例（平成 13年 10月中央区条例第 29号。以下「条例」という。）第４

条では、開示請求者に対し、区政情報の適正な請求と使用を求めている。 

・しかしながら、近年、特定の請求者による不適正な請求が繰り返され、業務負担の増加や

区民サービスへの影響が懸念される事例が生じている。このため、情報公開制度の適正

な運用を図る観点から、本取扱指針の策定について、検討を行うものである。 

 【具体的な開示請求事例および不適正請求に該当すると判断した裁判例：別紙参照】 
 

２ 基準要件 

・次のいずれかに該当する場合は、不適正請求として不開示決定の検討を行うものとする。

ただし、開示請求は、目的を問わず何人も行えることから、判断にあたっては個別具体的

な事情を勘案し、慎重に検討・協議を行うこととする。 

⑴ 業務停滞を目的とした請求 

(例) 開示決定後、繰り返し閲覧等を行わず、開示を受ける意思がない場合 等 

⑵ 開示を受ける意思が認められない請求 

(例) 「開示を受けるつもりはない」等の発言がある場合 等 

⑶ 大量請求 

(例) 連続請求等により、担当職員が長期間開示事務に専念せざるを得ない場合 等 

⑷ 特定部署・職員への攻撃を目的とした請求 

(例) 同一部署への集中・連続請求で攻撃的意図が認められる場合 等  

⑸ 開示情報の不適正使用が明らかな請求 

(例) 誹謗中傷等に利用する目的が明らかであると認められる場合 等 
 

３ 不適正請求への対応 

・基準に該当しても、直ちに不適正とはせず、以下の措置を講じた上で検討する。 

⑴ 業務への支障を説明し、理解を求める。 

⑵ 必要とする情報を聴取し、ファイル基準表等を提示し対象を特定する。また、抽出請

求や分割請求などを要請する。 

⑶ 不適正と認められる請求には、適正な対応を文書で要請する。 

⑷ 不適正使用のおそれがある場合には、適正使用を文書で要請する。 

・これらを行っても、不適正と判断される場合のみ、不開示決定を検討する。なお、安易な

不開示判断は避け、様々な事情等を総合的に勘案し判断する。 
 

４ 不適正請求と判断した場合の取扱い 

・不適正請求は、条例で定める請求権の行使の範囲を逸脱するものであり、条例第 11 条第

２項に基づき、当該区政情報の全部を不開示とする決定を行う。 
 

５ 保有個人情報の開示請求に関する取扱い 

・保有個人情報の開示請求は尊重されるべき権利であるが、無制限な行使は認められない。

また、制度趣旨に反する請求や著しい業務支障を及ぼす請求は、不適正と判断され得る。 

・以上を踏まえ、不適正な保有個人情報の開示請求についても、本指針を参考に取り扱う。 
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別紙 

情報公開制度の適正運用に係る取扱指針の策定に当たり、本区で実際に発生した不

適正請求に該当すると思われる開示請求の実績と不適正請求に該当すると判断した

裁判例を調べ、その判断の際に裁判所が考慮した事情等の部分を抜粋したものを参考

資料とした。 

 

１ 不適正請求と思われる開示請求の実績 

年度 
区政情報 

開示請求 

保有個人情

報開示請求 

平成 26年度 （１）件 （１）件 

平成 27年度 ０件 ０件 

平成 28年度 ７件 ３件 

平成 29年度 ５件 ２件 

平成 30年度 11件 ６件 

平成 31年度/令和元年度 ０件 ０件 

令和２年度 ０件 ０件 

令和３年度 12件 ６件 

令和４年度 ２件 ２件 

令和５年度 ５件 １件 

令和６年度 12件 ３件 

令和７年度 ８件 ０件 

合計 73件 29件 

  ※令和７年度は、12月１日現在。なお、上記の実績は、１人の開示請求者によっ

て発生したものである。 

 

 収受件

数

（※） 

金額(手数

料+実費) 

処理等にか

かった時間 

枚数

（紙） 

枚数

（CD） 

全体 102件 531,540円 1,445時間 25,464枚 11枚 

内

訳 

既引渡分 42件 41,260円 262時間 － － 

未引渡分 48件 490,280円 823時間 25,464枚 11枚 

不開示ほ

か 

33件 － 360時間 － － 

※平成 26年度以前は、開示請求者氏名データを集計していない。平成 26年度の２件

は、平成 27年度に申立てのあった審査請求関係文書により把握したものである。 

※収受件数の全体と内訳の件数が一致しない理由は、１件の開示請求につき、複数の

処分（全部開示、部分開示、不開示）が発生しているためである。 
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２ 不適正請求に該当すると判断した裁判例 

⑴ 情報公開制度の趣旨・目的とは異なる意思をもって開示請求が行われていると

認められる場合等の事象について判断する際の考慮事情 

   【裁判例①】横浜地裁平成 22年 10月６日判決 判例地方自治 345号 25頁 

抜粋 

「原告は、公開を求めている公文書の範囲、本件請求書の記載内容、被告から

の依頼文書に対する回答書の内容等、同人が真に本件公開請求を行う意思をもっ

てこれを行ったのであれば、当然容易に答えられるはずの質問にことごとく答え

られておらず、また、本件請求書に記載された対象文書すべての開示を求める必

要性やその合理的理由についても何ら説明をなし得ていないのであって、このこ

とに、本件公開請求に当たっては、Ａ１が本件請求書等その他の文書の作成、横

須賀市職員とのやりとり等のほとんどをしたものと認められること、本件公開請

求書と同様の文面のものをＡ１、Ａ２及びＡ３が提出して原告と同様の公文書の

公開請求をし、被告からの協力依頼にも原告とほぼ同様の文書をもって対応して

いることなどを併せれば、原告は、本件条例による公文書公開制度の目的に従っ

た開示請求を行う意思が何らなく、実施機関の業務に著しい支障を生じさせるこ

とを目的として本件公開請求をしたと評価せざるを得ない。」 

   

【裁判例②】名古屋地裁平成 25 年３月 28 日判決 判例地方自治 345 号 25 頁

抜粋 

「原告の開示請求は、重複、反復にわたるものが多く、「発達障害」や「学習障

害」等の定義は存在しないという持論に基づいて「発達障害」ないし「発達障害

者」の定義や、「せいきゅう」、「名称」、「参考」、「困難」等の一般的な言葉の意味

や定義を尋ねる趣旨のものが数多く含まれていた。なかでも、「発達障害」や「発

達障害者」の定義等にに関する開示請求は、膨大な数に上っており、平成 20年５

月 20日から平成 23年１月 31日までの間にされた原告の開示請求のうち、170件

以上がこのようなものであった。このような開示請求の対象や内容、態様からも、

原告の開示請求が真に行政文書の開示を受けるためではなく、本件情報公開条例

や本件個人情報保護条例の定める開示請求制度の本来の趣旨、目的とは異なる意

図によって行われたことがうかがわれる･･･」 

   

⑵ 害意性を判断する際の考慮事情 

【裁判例③】名古屋地裁平成 25 年３月 28 日判決 判例地方自治 388 号 41 頁

抜粋  

   「原告は･･･開示決定がされても、開示された行政文書を実際に閲覧すること

はほとんどなかったものであり、原告が開示文書を閲覧しなかった割合は、平成

19年度が 100％、平成 20年度が 85.7％、平成 21年度が 91.3％、平成 22年度が

96.5％であって、各年度とも一貫して極めて高い水準で推移していた。」 

 

   【裁判例④】名古屋地裁平成 25 年３月 28 日判決 判例地方自治 388 号 41 頁

抜粋 

   「原告の要求は、〈１〉自らを愛知県の特別支援教育連携協議会の委員にする、

〈２〉Ａ教授との面談の期間を設ける、〈３〉原告が特別支援学校を訪問して開示

請求をしていることをＡ教授に告げた被告の職員を処分する、〈４〉Ａ教授にそ
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の発言内容について謝罪させる、〈５〉特別支援学校の女性管理職等に自らの求

めるポーズでの写真撮影に応じさせるなどというものであり、このような内容の

要求を貫徹する手段として開示請求を行うことは、およそ正当性を見出し難いも

のというほかはない。」 

 

   【裁判例⑤】名古屋地裁平成 25 年３月 28 日判決 判例地方自治 388 号 41 頁

抜粋  

   「本件のように、極めて大量の行政文書を対象とする膨大な数の開示請求が繰

り返される状況下においては、対象文書の特定が不十分な場合にとどまらず、請

求内容が不明確であったり、形式的にはあまりにも大量の文書が対象文書に該当

してしまうような場合にも、実施機関が開示請求書の補正依頼を行い、これによ

って請求者の真意を確認したり、真に開示の必要な行政文書に対象を絞ってもら

うよう要請するといった働きかけをすることも許容されるというべきである。と

ころが、原告は、合理的な理由もなく処分行政庁の補正依頼を拒否し、これに応

答しなかった･･･」 

 

⑶ 業務支障性を判断する際の考慮事情 

   【裁判例⑥】横浜地裁平成 22年 10月６日判決 判例地方自治 345号 25頁 

抜粋 

   「本件公開請求の対象文書は、段ボール約 120箱分に及ぶことが認められると

ころ、被告において、これらすべてについて、一つ一つ個別に非開示事由の有無

を精査・判断し、非開示事由がある場合には適宜マスキングを施すなど、開示に

至る一連の手続を遂げるためには、甚大な労力を要することは明らかであり、被

告の業務の遂行に著しい支障を生じさせる場合に当たるといえる。」 

 

   【裁判例⑦】名古屋地裁平成 25 年３月 28 日判決 判例地方自治 388 号 41 頁

抜粋 

   「原告が処分行政庁に対して行った開示請求は、平成 19 年度が 217 件、平成

20年度が 88件、平成 21年度が 413件、平成 22年度が 575件という膨大な数に

上り、処分行政庁に対する開示請求の中で原告の開示請求が占める割合も、平成

19 年度が 40％、平成 20 年度が 35％、平成 21 年度が 82％と高い水準で推移し

た。･･･このように、極めて大量の行政文書を対象とする膨大な数の開示請求が

１人の開示請求者によって行われるということ自体、本件情報公開条例や本件個

人情報保護条例が想定している開示請求とはおよそかけ離れた利用形態である

というほかはない。･･･処分行政庁における上記のような状況は、本件情報公開

条例や本件個人情報保護条例が前提としている開示請求制度の維持、運営そのも

を危うくするものであり、その原因がひとえに原告１人の開示請求にあることは、

本件各開示請求の適否を考える上で無視し得ない重要な考慮要素であるといわ

ざるを得ない。」 



（案） 
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資料４－２ 

情報公開制度の適正運用に係る取扱指針 

 

令和●年●月●日 

７中総総第●●●号 

 

１ 趣旨 

  中央区情報公開条例（平成 13年 10月中央区条例第 29号。以下「条例」という。）

第４条においては、開示請求者に対し、条例の目的に則した請求する権利の適正な

行使及び開示を受けた区政情報の適正な使用を求めている。 

  また、条例が認める公開請求権の趣旨・目的を大きく逸脱する請求については、

権利の濫用として一般法理上、請求を違法なものとして拒否できるものと解されて

いる。 

  しかしながら、不適正な開示請求（以下「不適正請求」という。）に当たるか否か

の判断に当たっては、条例が「知る権利」の理念を尊重し、区政に関する説明責任

を果たすことを目的としていることに鑑み、慎重な運用が求められる。 

  このため、本指針は、実施機関において不適正請求として恣意的に不開示決定が

行われることのないよう、不適正請求に該当する可能性がある事案への対応の考え

方を示すものである。 

 

２ 基準要件 

  以下のいずれかの要件を満たした場合は、不適正請求に当たるものとして不開示

決定の検討を行うものとする。ただし、区政情報の開示請求は、何人もすることが

でき、その目的を問わないことから、不開示決定に当たっては、請求事案の個別具

体的な事情を総合的に勘案し、慎重に検討・協議の上、判断することとする。 

 ⑴ 実施機関の業務遂行の停滞を目的としていると認められる場合 

   実施機関の業務遂行能力に著しい支障を生じさせる場合又はそれを目的とし

ていると認められる場合を指し、具体的な事例として、以下が想定される。 

  ア 「文書の内容はどうでもよい」や「従わなければ開示請求する」など、請求

の目的が区政情報の開示以外にあると推認される場合 

  イ 特定部署が保有する文書の一括請求や連続した大量請求が行われ、請求者の

言動等から業務停滞の害意が認められる場合 

  ウ 開示決定後、正当な理由なく閲覧等を行わないことを繰り返し、開示を受け

る意思がないと認められる場合 

  エ 正当な理由なく、同一の区政情報に対し、執拗に開示請求を繰り返す場合 

  オ 開示請求と無関係な不平不満等を長時間繰り返し、職員を不当に拘束する場

合 

 ⑵ 適正に開示を受ける意思が認められない場合 

条例の趣旨に反する態様が明らかである場合又はその行動から開示を受ける意

思がないと推認される場合を指し、具体的な事例として、以下が想定される。 

  ア 開示請求時に「開示を受けるつもりはない」等の発言がある場合 

  イ 以前行われた開示請求において、正当な理由なく開示の受取りや手数料等の



（案） 
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支払いを行っていない者が新たに開示請求を繰り返す場合 

  ウ 開示請求の内容に係る補正依頼に対し、正当な理由なく長期間何ら応答がな

い場合 

 ⑶ 大量請求である場合 

実施機関が日頃から適切に文書管理を行っているにもかかわらず、開示に相当

な事務量を要し、通常業務に著しい支障が生じる場合であって、請求者が専らそ

の支障を生じさせることを目的として請求を行うとき又はより迅速・合理的な方

法があるにもかかわらず、迂遠な方法を選択し、実施機関に著しい負担を生じさ

せる場合には、大量請求として取り扱うことができる。 

具体的な事例として、以下が想定される。 

ア 特定部署の保有する多岐にわたる区政情報に係る開示請求を行う場合 

イ 対象区政情報は特定されているものの、その量が膨大で、開示請求担当者が

その担当業務を遂行しながら、関連する区政情報全体について諾否の決定をす

るには、相当な期間を要するような開示請求を行う場合 

ウ 請求内容が、形式的、外形的には一応明確ではあるものの、特定部署の多種

多様な区政情報の広範囲にわたる開示請求を行う場合 

エ 条例第 12 条第３項の規定による特例延長期間中に、同一の請求人が複数回

の連続した開示請求を行うなどにより、結果として、対象区政情報を保有して

いる部署の担当職員が相当な期間、開示請求事務に専念しなければならないよ

うな開示請求を行う場合 

 ⑷ 特定の部署又は職員に対する威圧や攻撃を目的としていると認められる場合 

特定の部署又は職員を標的にした威圧的な行動や攻撃的な意図が認められる場

合を指し、具体的な事例として、以下が想定される。 

  ア 特定の部署又は職員に対する誹謗・中傷・威圧的な言動があり、その職員が

関与する文書に対する集中又は連続した請求が行われる場合 

  イ 特定の部・課・係等への集中又は連続した大量請求が行われ、請求者の言動

等から攻撃的意図が認められる場合 

 ⑸ 開示によって得た情報を不適正に使用することが明らかであると認められる

場合 

開示情報の濫用により、他者の権利や利益を侵害する意図が認められる場合を

指し、具体的な事例として、以下が想定される。 

  ア 開示情報を誹謗・中傷・威圧に用いる目的で加工し、インターネット等で公

表するなどの言動があり、明らかな害意が認められる場合 

  イ 開示情報を用いて違法又は不法な行為を行うことが明らかに認められる場

合 

 

３ 不適正請求に該当する開示請求に係る請求者への対応 

上記２の基準要件に該当する開示請求について、不適正請求に当たる開示請求と

して検討するに当たっては、事前に請求者に対して請求等の状況に応じ、以下のよ

うな対応を行うこと。 

 ⑴ 開示請求の対象となる区政情報が、上記２の⑸のいずれかに該当する場合、実
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施機関の通常業務の遂行に支障が及ぶことを請求者に説明し、理解を求めること。 

 ⑵ 請求者が必要とする情報の内容を十分に聴取した上で、ファイル基準表や区政

情報の特定に関する参考情報を提供することにより、対象区政情報の範囲や年度

を限定して、対象の区政情報を具体的に特定すること。また、抽出請求(*1)や分

割請求(*2)などを要請すること。 

*1抽出請求：対象区政情報が特定されているものの、文書が大量に存在している

場合、開示請求者が真に求めている部分を明らかにし、対象範囲を絞って請求

すること。 

*2分割請求：対象区政情報が大量に存在している場合、一度の請求ですべての文

書を開示するのではなく、対象範囲をいくつかに区切って請求すること。 

 ⑶ 不適正な開示請求に対しては、適正な対応を文書で要請すること。 

 ⑷ 開示情報が不適正に使用されるおそれがある場合には、適正な使用を文書で要

請すること。 

これらの対応にもかかわらず、不適正請求に該当すると総合的に判断される場合

に限り、不開示決定の検討を行うものとする。 

なお、安易な不開示判断は慎むものとし、様々な事情等を総合的に勘案し判断す

ることとする。 

 

４ 不適正請求に当たる開示請求と判断した場合の取扱い 

当該開示請求は条例で定める請求権の行使の範囲を超える請求として、条例第 11

条第２項に基づき、当該開示請求に係る区政情報の全部を開示しない旨の決定をす

ること。 

 

５ 保有個人情報の開示請求に関する取扱い 

  個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）に基づく保有個人情報の

開示請求の権利は、個人の権利利益を保護する観点から最大限尊重されるべきもの

であるが、その権利は無制限に行使することが認められるわけではない。 

  開示請求者が保有個人情報の開示を求める本来の目的とは異なる意図で行われ

た請求や、開示請求者の言動等が業務遂行に著しい支障を及ぼす請求などについて

は、制度の趣旨や目的を逸脱した権利の濫用として請求を却下することが一般法理

上認められている。 

  以上を踏まえ、上記のような保有個人情報の開示請求があった場合には、本指針

を参考に取り扱うものとする。 

 

   附 則 

 この指針は、令和  年  月  日から施行する。 

 



情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況と今後の取組みについて
資料 ５

１ 情報公開制度

（１）制度の運用状況

（２）主な請求内容（令和７年度分）

・食品営業許可台帳、理容所一覧、美容所一覧など保健所が保有する文書 284件

・建築計画概要書や住居表示台帳など都市整備部が保有する文書 269件

・大気汚染測定結果など環境土木部が保有する文書 19件

（３）今後の取組み

・制度の更なる適正・円滑な運用を図るため、条例や規則等の改正内容、開示・不開示の判断事例等を手引へ内容を反映させ、庁内

における職員への研修等を通じて、制度に対する知識や理解を深めていく。

・迅速な開示及び区民と区双方の負担軽減に向けて、キャッシュレス決済の周知に努めるとともに、任意的情報提供の更なる推進を

図っていく。

➢ 情報公開コーナーや各部署の窓口、区ホームページで閲覧できる資料の拡大・内容充実

年度 請求件数
開示 部分開示 不開示 存否応答拒否 取下げ

令和３年度 2,530 1,694 677 136 5 18

令和４年度 1,338 867 379 71 0 21

令和５年度 1,416 1,067 242 85 0 22

令和６年度 1,507 932 445 110 1 19

令和７年度(※) 1,434 513 828 83 0 10

(※)令和７年度は１０月末現在
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２ 個人情報保護制度

（１）制度の運用状況

（２）主な請求内容（令和７年度分）

・住民票の写し、戸籍及び印鑑登録に関する交付請求書等 21件

・子ども家庭支援センター等への相談の記録 5件

（３）今後の取組み

制度の更なる適正・円滑な運用を図るため、各手続の過程で蓄積される事例を整理し、必要に応じて手引へ内容を反映させていく

とともに、庁内における職員への研修等を通じて、制度に対する知識や理解を深めていく。

➢ 目的外利用・提供や開示・不開示の判断事例の反映

➢ 職員からの問い合わせや申請等の機会を捉えて、個人情報保護に対する意識醸成を図る。

年度

開示請求 訂正請求 利用停止請求

件数 開示
部分
開示

不開示
存否
応答
拒否

取下げ 件数 訂正
一部
訂正

不訂正
存否
応答
拒否

取下げ 件数
利用
停止

一部
利用
停止

利用
不停止

存否
応答
拒否

取下げ

R３ 136 47 56 25 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R４ 144 41 68 26 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R５ 121 46 55 15 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

R６ 117 33 52 27 3 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

R7(※) 117 32 37 36 1 11 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0

(※)令和７年度は１０月末現在
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